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負 傷 者 の 救 護 

 被害者の怪我の応急救護を行い、

必要に応じ、119番通報で救急車を

呼ぶこと。 

新
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昨
年
も
警
察
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に
ご
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と
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を
賜
り
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り
が
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ま
し
た
。 

本
年
も
よ
ろ
し
く
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願
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し
上
げ
ま
す
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です 

警察では、毎年１月１０日を「１１０番の日」 

と定め、１１０番通報の適切な利用について、ご理解・

ご協力をいただくよう広く県民のみなさんに呼び掛け

ています。 

 「１１０番」は、事件・事故などを警察に知らせて 

いただくための緊急通報電話です。 

 緊急の対応を必要としない場合は、「＃９１１０」

を利用してください。 
 いたずら電話は真に必要な事件・事故の１１０番通
報が受理できなくなるなど、業務の妨害になります。 

 悪質ないたずらは、検挙されることがありますので 

絶対にしないでください。 

１月１０日

福山東警察署 ０８４－９２７－０１１０ 

 
事件ですか事故ですか？ 

 

  
 

 

 

 

 

 

特に、交通事故の相手が子供などで、 

「けがは大したことない、大丈夫」と言われた場合や、

相手がその場から立ち去った場合も、必ず 110番通報な

どで警察に報告しなければいけません。 

 自転車を含める車両運転中に、人や物（動物含む）に衝突するなど、 

交通事故を起こした場合は、道路交通法に定める義務が発生します。 

そこのポールやガードレールにも、被害者（管理者）がいますよ！！ 

警 察 官 へ の 報 告 

 交通事故の日時・場所、負傷者の数

や程度などを 110番通報など 

で警察に報告すること。 


